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最 低 生 活 費 の 体 系

○　最低生活費を計算する尺度となる保護基準は、厚生労働大臣が、要保護者の年齢、世帯の構成、

　所在地等の事情を考慮して扶助別に（８種類）に定める。

最

低

生

活

費

生活扶助

住宅扶助

教育扶助

介護扶助

医療扶助

出産扶助

生業扶助

葬祭扶助

勤労控除

第１類費

(食事等個人単位の経費)

Ⅰ　生活保護基準について

第２類費

(光熱費等世帯単位の経費)

各種加算

そ の 他

母子加算

老齢加算

そ の 他



　Ⅱ　生活扶助基準について

　　○　最低生活の水準の検証には、年間収入階級の第１／１０分位の世帯の消費水準に着目することが適当

　　○　今回、第１／１０分位の消費水準と生活扶助基準額とを詳細に比較（勤労３人世帯で比較）

　　　　①　第１／１０分位（第１～第５／５０分位）全体　　一般低所得世帯　＜　生活扶助基準額

　　　　②　第１～第２／５０分位　　　　　　　　　　　　　一般低所得世帯　＜　生活扶助基準額

　　　　　　（食費、教養娯楽費等の減少が顕著な分位）

　　　　③　第３～第５／５０分位　　　　　　　　　　　　　一般低所得世帯　≒　生活扶助基準額（勤労控除額を除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般低所得世帯　＜　生活扶助基準額（勤労控除額を含む）

　　⇒　生活扶助基準額及び勤労控除額の評価については、引き続き議論

家計調査特別集計（平成８年～１２年平均） （単位：月額・円）
（単位：月額・円）

 消費支出額 224,400 210,769 220,925 195,535 　 　生活保護基準額 186,444

 生活扶助相当支出額 146,126 137,708 143,807 128,559
　生活扶助基準額と
　　　　勤労控除額との合計

164,008

 食 料 費 50,605 48,893 50,241 46,871 　　うち 生活扶助基準額 143,409

（エンゲル係数） 22.6% 23.2% 22.7% 24.0% 　  うち 勤労控除額 20,599

33,439 30,769 32,755 27,789

注１　生活扶助相当支出額とは、消費支出額の全体から、生活保護制度中の生活扶助以外の扶助に該当するもの（家賃・地代等＝住宅扶助、教育費＝教育扶助、

　　医療診療代＝医療扶助等）、生活保護制度で基本的に認められない支出に該当するもの（自動車関連経費等）、被保護世帯は免除されているもの（ＮＨＫ

　　受信料）、最低生活費の範疇になじまないもの（家事使用人給料、仕送り金等）を除いたものである。

注２　交際費は「その他の消費支出」の一部である。

51,118

   第３～５
　   　／50分位平均

66,170

21.2%

※　勤労控除は就労に伴う必要経費を控除するものであり、
　控除額は就労収入によって異なる。
（15年度上限額：33,260円・収入額8,000円までは全額控除）
　　なお、上記の勤労控除額 20,599円は、平成8年～12年
　までの平均控除額である。

年間収入階級 全 体 平 均

311,619

207,013

 教養娯楽費と交通・通信
 費と交際費の合計

生活保護基準（平成８年～１２年平均）
  　第１～10
　  　／50分位平均
   （第１／５分位）

 　 第１～５
    　／50分位平均
   （第１／10分位）

   第１～２
　   　／50分位平均



（参考）

被保護世帯の支出・収入と生活保護基準との関係

被保護世帯の支出・収入 生活保護基準に

よる最低生活費

＜支 出＞ ＜収 入＞

勤労収入

被保護世帯
生活扶助 143,409円

消費可能額

生活保護費

その他の扶助 22,436円
（住宅・教育）

20,599円　　　　　勤労控除

年金・手当等

※ この他、医療費について
   現物給付で対応

186,444円

生活扶助
　　相当分

164,008円



Ⅲ　老齢加算・母子加算について

　　○　一般低所得高齢単身世帯の消費水準　　６０歳～６９歳の者　＞　７０歳以上の者

　　⇒　老齢加算そのものについては廃止の方向で見直すことが必要

　　　　ただし、高齢者世帯の社会生活に必要な費用への配慮や激変緩和の措置が必要

　　○  一般低所得母子世帯の消費支出額　＜　被保護母子世帯の生活扶助基準額

　　⇒　母子加算の見直しについては、母子世帯の生活実態、自立支援の在り方等を検証・検討した上で、更に検討

　（老齢加算・母子加算の対象者等について）

老　齢　加　算 母　子　加　算

対　象　者 　 70歳以上の者

　 父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる
 状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童（18歳
 に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者）を養育
 しなければならない場合に養育に当たる者

適 用 件 数 　270,146件（被保護者全国一斉調査：平成14年７月１現在） 　80,168件（被保護者全国一斉調査：平成14年７月１日現在）

基　準　額 　17,930円（１級地） 　23,310円（１級地）



（参考）

　（高齢単身世帯における消費実態と生活扶助基準との比較について）

○　単身世帯（全国、第Ⅰ－５分位） （月平均・単位：円）

生活扶助相当支出額 76,761 円 65,843 円 79,305 円 74,846 円 生活扶助 76,410 円 74,509 円 88,112 円

消費支出額（全体） 121,360 円 90,848 円 105,896 円 110,233 円 加　算 16,922 円

再掲：除加算 76,410 円 74,509 円 71,190 円

資料：全国消費実態調査特別集計（平成１１年）

　（母子世帯における消費実態と生活扶助基準との比較について）

○  一般世帯（全国、第Ⅰ－５分位） （月平均・単位：円）

生活扶助相当支出額 85,999 円 103,839 円 78,626 円 104,049 円 生活扶助 138,084 円 179,274 円

消費支出額（全体） 123,581 円 153,647 円 117,143 円 151,456 円 加　算 21,998 円 23,747 円

再掲：除加算 116,086 円 155,527 円

○  母子世帯（全国、第Ⅲ－５分位） （月平均・単位：円）

生活扶助相当支出額 130,299 円 131,302 円 118,136 円 128,859 円 生活扶助 138,084 円 179,274 円

消費支出額（全体） 215,224 円 200,532 円 192,784 円 198,357 円 加　算 21,998 円 23,747 円

再掲：除加算 116,086 円 155,527 円

資料：全国消費実態調査特別集計（平成１１年）

母子・子供１人 母子・子供２人

全　世　帯

全　世　帯

母子・子供１人 母子・子供２人

勤　労　世　帯 生活扶助基準額

勤　労　世　帯 生活扶助基準額

母子・子供１人 母子・子供２人

母子・子供１人 母子・子供２人

母子・子供１人 母子・子供２人

母子・子供１人 母子・子供２人

生活扶助基準額

７０歳以上４１歳～５９歳 ６０歳～６９歳

６０歳～６９歳 ７０歳以上 ４１歳～５９歳

無　　職　　世　　帯 全　世　帯 勤　労　世　帯

（参　考）

年間収入５分位階級の平均収入額について

（単位：円） （単位：円）

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第１ 第２ 第３ 第４ 第５

2,803,746 4,435,570 5,736,527 7,676,809 12,970,186 2,913,076 4,449,991 5,750,619 7,662,307 11,771,730

1,268,998 2,189,092 3,205,964 5,065,477 9,113,701 1,304,304 2,175,779 2,895,912 4,507,179 8,762,476

資料：全国消費実態調査特別集計（平成１１年） 資料：全国消費実態調査特別集計（平成１１年）

年間収入５分位階級年間収入５分位階級

 母子２人世帯

（全世帯・子ども１人）

 夫婦２人世帯

（全世帯）

 夫婦２人世帯

（勤労世帯・有業１人）

 母子２人世帯

（勤労世帯・子ども１人）



Ⅳ　その他

　　○　以下の点についても、生活扶助基準の在り方として議論

　　　・　生活扶助基準第１類費及び第２類費の設定の在り方

　　　・　生活扶助基準の改定方式の在り方

　　○  今後、以下の点について議論

　　　・　自立支援の在り方

　　　・　相談体制の在り方

　　　・　保護の要件等の在り方

　　　・　保護施設の在り方

　　　・　地域間調整の在り方その他生活保護の適正な制度・運用の在り方
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生活保護制度の在り方についての中間取りまとめ

平成１５年１２月１６日
生活保護制度の在り方に関する専門委員会

生活保護制度については、平成１２年のいわゆる「社会福祉基礎構造改革法案」に
対する附帯決議等において、見直しや検討が必要との指摘がなされていることから、
本専門委員会は、社会保障全般の動向を踏まえつつ、生活保護制度における最低生活
保障の体系と生活保護基準の在り方について、主に生活扶助基準を中心に、国民の一
般的消費動向、特に一般低所得世帯及び被保護世帯の生活実態等を検証しながら議論
を重ねてきた。
本中間取りまとめは、本年８月以来６回にわたる議論を踏まえて、生活保護制度の

見直しをにらみつつ、本専門委員会の生活扶助基準についての考え方をさしあたり示
したものである。

１ 生活扶助基準の評価
○ 生活扶助基準の評価については、勤労控除額を含めた生活扶助基準額を検証し
たところ、昭和５８年の中央社会福祉審議会意見具申において、当時の基準が一
般国民の消費実態との均衡上、ほぼ妥当な水準に達しているとの評価を受けたと
ころであるが、今般、生活保護基準の在り方を検討する上で、近年、社会経済情
勢が著しく変化している状況も踏まえ、改めて生活扶助基準の水準の評価を行っ
た。

○ 生活保護において保障すべき最低生活の水準は、一般国民の生活水準との関連
においてとらえられるべき相対的なものであり、具体的には、年間収入階級第１
／１０分位の世帯の消費水準に着目することが適当である。

○ このような考え方に基づき、第１／１０分位の勤労者３人世帯の消費水準につ
いて詳細に分析して３人世帯（勤労）の生活扶助基準額と比較した結果は次のと
おり。
・ 第１／１０分位の消費水準と生活扶助基準額とを比較すると、後者が高い。
・ 第１／１０分位（第１～第５／５０分位）のうち、食費、教養娯楽費等の減
少が顕著な分位である第１～第２／５０分位の消費水準と生活扶助基準額とを
比較すると、後者が高い。

・ 第１／１０分位のうち、残りの第３～第５／５０分位の消費水準（結果とし
て第１／５分位の消費水準に近似）と勤労控除額を除いた生活扶助基準額とを
比較すると均衡が図られている。しかし、被保護世帯の消費可能額である勤労
控除額を含めた生活扶助基準額と比較すると、後者が高い。

○ なお、生活扶助基準額及び勤労控除額の評価については、自立支援の在り方等
についての議論を踏まえて、本専門委員会において引き続き議論することが必要
である。

２ 生活扶助基準第１類費及び第２類費の設定の在り方
標準３人世帯を基準として具体的な世帯類型別にこれを展開してみると、いくつ

かの問題がみられる。
（１）第１類費の年齢別格差
○ マーケットバスケット方式時の栄養所要量を基準として設定されている現行の
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第１類費の年齢別格差について、直近の年齢別栄養所要量及び一般低所得世帯の
年齢別消費支出額と比較して検証したところ、概ね妥当であるが、年齢区分の幅
についてはもう少し大きく取るべきだという意見もあるなど、その在り方につい
ては引き続き検討することが必要である。また、０歳児については、人工栄養費
の在り方を含めた見直しが必要である。

（２）世帯人員別生活扶助基準
、 （ ） （ ）○ 生活扶助基準額は 個人消費部分 第１類費 と世帯共同消費部分 第２類費

によって構成されているが、この両者の割合は一般低所得世帯の消費実態と比べ
ると第１類費が相対的に大きい。また、このように相対的に大きな第１類費が年
齢別に組み合わされるために、多人数世帯ほど基準額が割高になることが指摘さ
れている。

○ これを是正するために、３人世帯の生活扶助基準額の第１類費と第２類費の構
成割合を一般低所得世帯の消費実態に均衡させるよう第２類費の構成割合を高め
ることが必要である。

○ また、世帯人員別に定めた第２類費の換算率については、一般低所得世帯にお
ける世帯人員別第２類費相当支出額の格差を踏まえ、多人数世帯の換算率を小さ
くする方向で見直しを行うことが必要である。

（３）単身世帯の生活扶助基準
○ 単身世帯の生活扶助基準における第１類費及び第２類費の構成割合について
は、現在の３人世帯を基軸とする基準設定では、必ずしも一般低所得世帯の消費
実態を反映したものとはなっていない。

○ したがって、一般に単身世帯数が増加している中で、とりわけ被保護世帯の約
７割が単身世帯であること、単身世帯における第１類費と第２類費については一
般世帯の消費実態からみて、これらを区分する実質的な意味が乏しいことも踏ま
え、単身世帯については、一般低所得世帯との均衡を踏まえて別途の生活扶助基
準を設定することについて検討することが望ましい。

３ 生活扶助基準の改定方式の在り方
○ 昭和５９年度以降、生活扶助基準については、一般国民生活における消費水準
との比較において相対的なものとして設定する観点から、当該年度に想定される
一般国民の消費動向に対応するよう、毎年度の政府経済見通しの民間最終消費支
出の伸びを基礎とする改定方式が採られてきた。

○ この改定方式については概ね妥当であると認められてきたが、最近の経済情勢
はこの方式を採用した当時と異なることから、例えば５年間に一度の頻度で、生
活扶助基準の水準について定期的に検証を行うことが必要である。

○ また、定期的な検証を行うまでの毎年の改定については、近年、民間最終消費
、 、 、支出の伸びの見通しがプラス 実績がマイナスとなるなど安定しておらず また

実績の確定も遅いため、これによる被保護世帯への影響が懸念されることから、
改定の指標の在り方についても検討が必要である。この場合、国民にとってわか
りやすいものとすることが必要なので、例えば、年金の改定と同じように消費者
物価指数の伸びも改定の指標の一つとして用いることなども考えられる。

○ なお、急激な経済変動があった場合には、機械的に改定率を設定するのではな
く、最低生活水準確保の見地から別途対応することが必要である。
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４ 老齢加算及び母子加算の在り方
○ 加算は被保護者の特別の需要に対応する方策の一つであり、必要即応の観点、
実質的最低生活の確保の上から検討する必要がある。しかし、歴史的な経緯で設
けられてきた加算には現在の状況に合わないものもある。

○ 母子加算は、母子世帯における母親の特別需要に対応するものとして昭和２４
、 、 、 、年に創設され また 老齢加算は 昭和３５年の老齢福祉年金制度発足を踏まえ

高齢者の特別需要に対応するものとして同年に創設されたものであるが、これら
の加算の必要性について、次のとおり検証を行い、意見を集約した。

（１）老齢加算
○ 単身無職の一般低所得高齢者世帯の消費支出額について、７０歳以上の者と６
０歳～６９歳の者との間で比較すると、前者の消費支出額の方が少ないことが認
められる。

○ したがって、消費支出額全体でみた場合には、７０歳以上の高齢者について、
現行の老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとは認められないため、加算
そのものについては廃止の方向で見直すべきである。ただし、高齢者世帯の社会
生活に必要な費用に配慮して、生活保護基準の体系の中で高齢者世帯の最低生活
水準が維持されるよう引き続き検討する必要がある。

○ また、被保護世帯の生活水準が急に低下することのないよう、激変緩和の措置
を講じるべきである。

（２）母子加算
○ 一般低所得母子世帯の消費支出額との比較において、母子加算を加えた被保護
母子世帯の生活扶助基準額が高いことが認められる。

○ しかしながら、母子加算の見直しについては、これがひとり親世帯等における
子供の養育への特別需要に対応していることも踏まえ、ひとり親世帯等の生活実
態を把握した上で検討することが必要であり、その際には、ひとり親世帯等に対
する自立支援の在り方、勤労控除や他の扶助の在り方、他の母子福祉施策等との
連携の在り方について議論した結果を踏まえることが適当である。

５ 今後の議論の進め方
○ 生活保護基準の在り方については、生活扶助以外の扶助の検討など、積み残さ
れた議論があることから、引き続き検討するとともに、今後次のとおり、生活保
護制度の理念に照らして、自立支援の在り方などについても更に議論を行い、本
専門委員会の考え方を取りまとめていくこととする。
・自立支援の在り方について
・相談体制の在り方について
・保護の要件等の在り方について
・保護施設の在り方について
・地域間調整の在り方その他生活保護の適正な制度・運用の在り方について
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